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（趣旨）

第１条  この要領は、市が発注する指名競争入札の方法により契約を締結しようとする

工事並びに測量、設計及び印刷業務（以下「工事等」という。）について、郵便によ

る入札を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

（対象工事等）

第２条　この要領において、郵便入札を実施する工事等は、指名競争入札の方法により

契約を締結しようとする次に掲げる工事等（次条において「対象工事等」という。）

とする。

　⑴　工事　予定価格が 200 万円を超えるもの

　⑵　測量、設計及び印刷業務　予定価格が 100 万円を超えるもの

（指名通知）

第３条  市長は、対象工事等については、会津若松市財務規則（平成５年会津若松市規

則第12号。以下「規則」という。）第 132 条第２項に規定する指名通知において、次

に掲げる事項も併せて通知するものとする。

 ⑴  入札書の郵送方法

 ⑵  入札書の配達指定日

 ⑶  入札書の送付先

 ⑷  入札回数

 ⑸  郵便入札の条件に反した入札書を無効とする旨

 ⑹  その他必要と認める事項

（入札回数）

第４条  郵便入札に付した場合の入札回数は、初度のみの１回とする。ただし、最低制

　限価格を下回る入札者（以下「当該者」という。）が２者以上生じ、かつ入札不落とな

った場合は、当該者のみによる再度の入札を行うものとする。　　　　　　　

　（再度の入札）



第４条の２　前条だたし書きの規定により再度の入札を行う場合における入札書郵便の

　配達指定日及び開札日等については、初度の入札後、速やかに当該者に対しファックス

　により通知するものとする。

２　再度の入札の立会人については、当該者の中から、第６条第２項に基づき選任する

　ものとする。

３　第１項、第２項に掲げる事項以外の事項については、初度の入札と同様に行うもの

　とする。

（入札書等の郵送）

第５条　入札参加者は、入札書及び次に定める書類（以下「工事費内訳書等」という。）

に必要事項を記入し、記名押印（押印は、あらかじめ使用印として本市に届け出た印判に

　限る。）した上で、封筒に入れ封印し、一般書留又は簡易書留の配達日指定郵便の方法

により入札説明書等で示す配達指定日に市に到着するように郵送しなければならない。

⑴　工事　入札通知の際に同封する工事費内訳書（第１号様式）

⑵　工事関係委託　入札通知の際に同封する価格内訳書（第２号様式）

⑶　印刷業務　入札通知の際に同封する価格内訳書（第３号様式）

２　入札書及び工事費内訳書等を郵送する封筒 ( 以下「郵便入札用封筒」という。 ) は、

表側に工事（委託業務）名、開札日及び「入札書在中」の文言を記載するとともに、

裏側に差出人の住所、商号又は名称を記載し、封印しなければならない。

３　到達した入札書及び工事費内訳書等は、書換え、引換え又は撤回することはできない。

４　入札書郵送後においても、入札執行（開札）までの間は入札辞退を認めるものとし、

申出は入札辞退届を直接持参又は郵送（入札日の前日までに到達するものに限る。）

することにより行うものとする。

（開札）

第６条　入札の開札は、あらかじめ指定した日時、場所において、入札参加者の中から

選定した立会人を立ち合わせて執行するものとする。

２　前項の立会人は、原則として、指名した者のうち市に登録している営業所所在地と

　工事等施工場所の距離が近い者から順に２者を選ぶものとする。ただし、当該立会人

　以外の入札参加者が当該開札への立会いを求めたときは、その者が立会人となること

　を妨げない。

３　前項の規定により選任された立会人には、開札立会依頼書（第４号様式）により立

会いを依頼するものとする。

４　立会人は、開札前に開札立会人名簿に署名するものとする。

５　開札日時において、第１項及び第２項の規定により選定した立会人のうち１以上の

　立会人の立会いがない場合は、当該入札事務に関係のない職員１名が立ち会うものと

する。

　（同価格入札の取扱い）

第７条　落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじを引かせて、

落札者を決定する。この場合において、当該入札者が当該入札の立会人として参加し



ている場合はその者に引かせ、参加していない場合は当該入札事務に関係のない職員

にくじを引かせるものとする。

　（無効の入札）

第８条　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

⑴  競争入札に参加する資格のない者がした入札

⑵  入札方法に違反して行われた入札

⑶  入札書に記名押印がない入札

⑷　入札書の文字及び記号について鉛筆等消滅しやすい方法で記入された入札

⑸  入札金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札

⑹  同一入札事項について同一人が２通以上の入札書を提出した入札

⑺  一般書留又は簡易書留による配達日指定郵便以外の方法で入札書を提出した入札

⑻  入札書が配達指定日以外の日に到着した入札

⑼  郵便入札用封筒記載の工事（委託業務）名又は差出人名と同封された入札書の工

　事（委託業務）名又は入札者名が相違する入札

⑽  郵便入札用封筒に工事（委託業務）名又は差出人名が記載されていない入札

　⑾  工事費内訳書等が入札書とともに郵便入札用封筒に同封されていない入札又は指定

　　された工事費内訳書等とは異なる内容の書類が同封された入札

⑿  工事費内訳書等の合計金額と入札書に記載された入札価格とが異なる入札

⒀　工事費内訳書等の各小計額又は合計額が誤っている入札

⒁　工事費内訳書等において明らかに積算の事実が確認できない入札

⒂  誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

⒃  連合（談合）その他の不正行為によってなされたと認められる入札

⒄  民法上入札が無効として扱われる入札

⒅  前各号に掲げるもののほか、法令又は市が指定した事項に違反して行われた入札

（入札結果の通知）

第９条　市長は、郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に通知

するものとする。

 （入札の延期、中止、取消し）

第10条  市長は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正な

行為等により、必要があると認めるときは入札の延期及び中止又は入札の取消しをす

ることができる。

（補則）

第11条　この要領に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し、必要な事項は、別に定

める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この要領は、平成18年 4 月１日から施行する。

　（コロナウイルス感染症感染拡大対策に関する特例措置）



２　当分の間、第１条の規定の適用については、同条中「及び印刷業務」とあるのは、「、

　印刷業務、財産の買入れ、借入れ及び修繕並びに測量、設計以外の委託業務（以下「一

　般委託業務」という。）」とする。

３　当分の間、第２条の規定の適用については同条第２号の次に次の３号を加えるものと

　する。

　(3) 財産の買入れ　予定価格が 150 万円を超えるもの

　(4) 財産の借入れ　予定価格が80万円を超えるもの

　(5) 財産の修繕及び一般委託業務　予定価格が 100 万円を超えるもの　

附　則

　（施行期日）

１　この要領は、平成19年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の会津若松市指名競争入札に係る郵便入札実施要領の規定は、施行日以後に

　指名通知を行う工事等から適用し、施行日前に指名通知を行った工事等については、な

　お従前の例による。

　　　附　則

　この要領は、平成19年 4 月１日から施行する。

附　則

　この要領は、平成20年１月１日から施行する。

附　則

　この要領は、平成21年３月１日から施行する。

附　則

　（施行期日）

１　この要領は、決裁の日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の会津若松市指名競争入札に係る郵便入札実施要領の規定は、平成21年７月

６日以後に指名通知を行う工事等に係る入札から適用し、同日前に指名通知を行った

工事等に係る入札については、なお従前の例による。

附　則

　（施行期日）

１　この要領は、平成23年12月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の会津若松市指名競争入札に係る郵便入札実施要領の規定は、施行日以後に

指名通知を行う工事等に係る入札から適用し、施行日前に指名通知を行った工事等に

係る入札については、なお従前の例による。

附　則

　（施行期日）

１　この要領は、決裁の日から施行する。



　（経過措置）

２　改正後の会津若松市指名競争入札に係る郵便入札実施要領の規定は、平成25年10月

11日以後に指名通知を行う工事等に係る入札から適用し、同日前に指名通知を行った

工事等に係る入札については、なお従前の例による。

附　則

　（施行期日）

１　この要領は、平成27年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の会津若松市指名競争入札に係る郵便入札実施要領の規定は、この要領の施

行の日以後に指名通知を行う工事等に係る入札から適用し、同日前に指名通知を行っ

た工事等に係る入札については、なお従前の例による。

附　則

　（施行期日）

１　この要領は、令和７年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の会津若松市指名競争入札に係る郵便入札実施要領の規定は、この要領の施

行の日以後に指名通知を行う工事等に係る入札から適用し、同日前に指名通知を行っ

た工事等に係る入札については、なお従前の例による。

　　　附　則

　この要領は、令和７年10月１日から施行する。

　　

　


